
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 医 科 歯 科 

12月 28日(土) 土曜診療（午前） 休 診 

12月 29日(日) 休 診 休 診 

12月 30日(月) 休 診 休 診 

12月 31日(火) 休 診 休 診 

1月 1日（水） 休 診 休 診 

1月 2日（木） 休 診 休 診 

1月 3日（金） 診療(午前午後) 休 診 

1月 4日（土） 休 診 休 診 

1月 5日（日） 休 診 休 診 
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マイコプラズマ肺炎をご存知でしょうか？肺炎マイコプラズマという細菌による感染症です。

最近、この肺炎に罹患する人が増えています。以前はオリンピックの年に流行を繰り返してお

りましたが、近年ではその傾向が崩れています。マイコプラズマ肺炎は異型肺炎ともいわれ、

一般の肺炎のような重症感には乏しく、レントゲン写真上も異なる像を呈します。 

罹患年齢は幼児期、学童期、青年が中心ですが、時に壮年層でもかかります。 

２～３週間の潜伏期を経て、初発症状は発熱、全身倦怠感、頭痛などで、咳はその後３～５日

で始まることが多く、解熱後も更に咳は強くなり３～４週間続く場合もあります。 

診断は、症状の問診に加え、レントゲン（ＣＴを含む）、血液検査、抗原検査等でなされます。

治療は抗菌剤投与ですが、ペニシリンやセフェム系の抗菌剤は無効でマクロライド系、テトラ

サイクリン系、ニューキノロン系という抗菌剤が有効です。 

予防は、罹患患者との濃厚接触を避け、コロナやインフルエンザと同様にうがい、手洗いです。

一か月以上も排菌は続くので罹った方はマスク着用が望ましいです。 

発熱後の咳が続く方は医療機関を受診しましょう。 

マイコプラズマ肺炎 
 

金ケ崎診療所 所長 阿 部 俊 和 

保健福祉センターだより 

国保金ケ崎診療所 

年末年始の診療について    

 12月 28日は土曜診療（午前）を行います。 

 １月３日（金）は医科の診療を行います。 

（ただし、検査・X線が必要な場合は、 

１月６日以降の対応となります。） 

 １月６日（月）から通常診療となります。 



  

発行 金ケ崎町保健福祉センター 

〒029-4503 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根鑓水 98番地  ℡0197-44-4560 fax0197-44-4337 

               講演会等のお知らせ                  

１ 講演会「生活習慣病とストレス～心身ともに健康であるために～」 

■日 時： 令和７年１月 24日（金）14：00～15：30（受付 13：30～） 

■講 師： 奥州市国保前沢診療所 所長 鈴木 順 氏 

■会 場： 金ケ崎町中央生涯教育センター 大ホール 

■定 員： 町民、町内で就労している方 100名 先着順 

■その他： 詳細は、広報かねがさき 12月号をご覧ください。 

【申込・問い合わせ】元気 100歳健康支援係 

 

２ 医療セミナー「知ってほしい！貧血や血液がんのこと」 

■日 時： 令和７年２月５日（水）18：15～19：30（開場 17：45～） 

■講 師： 岩手医科大学医学部 教授 伊藤薫樹 氏 

■会 場： 国保金ケ崎診療所 談話交流室 

■定 員： 40名 

■その他： 詳細は、広報かねがさき１月号でお知らせする予定です。 

【問い合わせ】医療係 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  【診療のお知らせ】 金ケ崎診療所（℡44-2121）／ 金ケ崎歯科診療所（℡44-2842）  

   診療受付時間 月 火 水 木 金 土 

午 前 
7 時 30 分から 11 時 30 分  

土曜日は 8 時 30 分から 11 時 30 分  
○ ○ ○ ○ ○ 第２・第４○ 

午 後 13 時 30 分から 16 時 30 分  ○ ○ ○ ○ ○  

 ※歯科診療所は土曜日休診です。 

 

 

 

 

 

 

次の診療科の診療日は以下のとおりです。電話等でご予約のうえお越しください。 

💛 呼吸器内科 毎週 月曜日 午前   💛 眼   科 毎週 月曜日 午後 

💛 神経内科  毎週 火曜日 午後   💛 循環器内科 毎週 木曜日 午前 

💛 整形外科 毎週 木曜日 午後   💛 婦 人 科 月２回木曜日 午前／月２回金曜日 午前 

午後も診療しています！ 

介護給付費通知書の送付終了のお知らせ 

介護サービスを利用された方に、介護サービスの利用状況をお

知らせする「介護給付費通知書」を年４回（５月、８月、１１

月、２月）発送しておりましたが、国による事業の見直しに伴

い、令和６年８月の通知をもって廃止させていただきます。 

 

今後、サービスの利用実績や介護給付費を確認するときは、各

サービス事業所から交付される請求書などでご確認ください。 

【ご注意ください】 

介護給付費通知書は、確定申告などの

医療費控除証明書としては利用できま

せん。 

各サービス事業所から交付される請求

書などでご確認ください。 


